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３月１１日に発生した「平成２３年東北地方太平洋沖地震」は、我が国

がかつて経験したことのない激しい揺れと大津波によって、多くの家屋、

そして尊い命が失われるなど、壊滅的被害をもたらした。 

加えて本県においては、東京電力（株）福島第一原子力発電所の事故に

より放射能漏れが発生し、今もって収束の見えない憂慮すべき事態となっ

ている。 

避難を余儀なくされた住民は、避難先において不便な生活を強いられ、

いつ帰宅できるのかと焦燥も募り、心身の疲労も極限に達しており、避難

生活が長引く中で、災害弱者の高齢者や子どもの健康管理が大きな課題と

なっている。 

また、地域経済と雇用を支える事業者においても未だ事業再開の見通し

が立たない状況にあり、野菜等の摂取制限・出荷制限、米の作付制限、さ

らには農林水産物や工業製品、観光産業等における風評被害も発生し、原

子力災害の影響はますます拡大している。 

国には、原子力発電所事故の一刻も早い収束と正確で迅速な情報提供、

スピード感を持った実効ある施策の展開を求めるとともに、塗炭の苦しみ

にある被災者と被災自治体の声に真摯に耳を傾け、心の通った対応を強く

望むものである。 

よって、福島県内町村長の総意として下記事項について強く要望する。 

 

記 

 

Ⅰ．復旧・復興のための特別法の早期制定 

震災復興と被災者救済のための震災関連特別法の早期成立を図ると

ともに、次の事項について十分配慮すること。 

（１）現行の災害復旧事業等の補助対象とならない、役場庁舎、漁港・

港湾施設、下水道施設等について、特別措置法により補助対象と

すること。 

（２）特別財政援助法の対象とならない施設・設備についても、被災

町村の実情を見極め、順次追加するとともに、激甚災害法の対象

となる施設にあっても地元負担を極力軽減する財政支援策を講じ

ること。 

（３）国庫補助申請等に関し、質的にも量的にも事務量が膨大となる

ことから、各種申請期限の延長や書類の簡素化など事務手続きに

係る負担を軽減すること。 

 

 



 

Ⅱ．復旧・復興対策に要する財政措置 

１．被災自治体が、地域のニーズに応じて自由かつ機動的に災害対策事

業等を実施できる交付金を創設すること。 

２．特別交付税を大幅に増額し、十分な財政措置を行うこと。 

３．特別立法により地方交付税総額の特例を設け、大幅に増額するとと

もに、復旧・復興に要する経費を普通交付税の別枠として措置するこ

と。 

４．被災町村に生じる地方税の減収については、復旧・復興対策に支障

が生じないよう、十分な減収補てん措置を講じること 

 ５．災害復旧の財源となる地方債の所要額を確保するとともに、実質的

に地方負担が生じないよう、元利償還金に係る財政措置を拡充するこ

と。 

 

Ⅲ．災害救助法対象の拡大 

被災者への公営住宅の無償提供などを災害救助法の対象とするとと

もに、地方自治体が自発的に行った救援物資の輸送、保管、職員の派遣

経費及び避難者の受け入れに要する経費についても、災害救助法の対象

とすること。 

 

Ⅳ．農林水産業の復旧・復興支援 

 １．水産業の復旧・復興について、漁業と流通・加工業を一体的に再建

する国家プロジェクトを実施するとともに、水産業の復興に欠かせな

い漁港・漁場などの水産基盤施設の早急な復旧・復興に向けた全面的

な支援、生活手段を失った漁業者等に対する緊急雇用制度の拡充や働

く場が確保されるまでの間の所得補償の実施など、手厚い生活補償を

行うこと。 

 ２．漁具等の災害廃棄物処理に係る経費への支援や、（株）日本政策金

融公庫の災害復旧関連資金の貸付条件の緩和など、被災農林水産業者

の経営再建に向けた支援を行うこと。 

 ３．農業・農村の復旧・復興に向け、農業生産基盤の早期復旧と新たな

農村づくりに向けた支援措置を充実するとともに、被災農業者の経営

再建に向けた支援や制度資金における負担軽減措置を実施し、被災町

村における産地づくりに向けた総合的な支援を行うこと。 

 ４．海水が冠水した農地では、除塩が完了するまで農業収入を得られな

いことから次の事項を講じられたい。 

 （１）災害復旧工事等において災農業者を優先的に雇用すること。 



 

 （２）被災農業者の既往借入金に係る金利の減免、償還期限の延長等を

講じること。 

 （３）被災農業者が負担している土地改良区の賦課金に対する助成措置

を講じ、損壊した用廃水路等の復旧工事を助長すること。 

 ５．森林・林業、木材産業の復旧・復興について、林野関係災害復旧事

業に対する補助率の引き上げ等財政支援を講じること。 

 

Ⅴ．原子力災害対策について 

 １．国を挙げて一刻も早く事態を収束させること。 

 ２．原子力災害に対する情報公開を徹底し、迅速かつ正確な情報提供を

行うこと。 

 ３．原子力政策は国策であり、原子力災害に対する補償は、国が全責任

を持つ特別法の制定によって行うこと。 

   なお、補償にあたっては、被災者・被災自治体等の意見を十分踏ま

え、福島県内全域を補償の対象とすること 

 ４．避難住民等に対する支援について 

（１）避難先における住民の多様な要請に応え、生活の質の向上が図ら

れるよう、教育・医療・介護機会の確保・充実を図ること。 

（２）避難生活の長期化が予想されることから、応急仮設住宅の建設に

ついて十分な支援を行うこと。 

   また、低廉な公営住宅の提供等、被災者の住宅確保に向けた全面

的な支援と財政措置を行うこと。 

（３）避難児童・生徒の就学に要する全ての経費は、国が負担すること。 

（４）避難住民の生活が安定できるよう、就労の場の確保を図ること 

５．被災地における生活再建に向け、環境モニタリング調査を実施する

こと。 

６．農・畜・水産物被害に対する補償について 

 （１）農畜水産物の出荷・摂取制限及び風評被害により被害を受けた生

産者、関連事業者に対し十分な補償を行うとともに、今後の再生

産・事業活動に対する支援を行うこと。 

（２）放射性物質の影響により、米や野菜等の作付けを行わないことと

した地域に対して早急に補償内容を明示するとともに、十分な補償

を行うこと。 

（３）国民の農畜水産物に対する不安を解消し、風評被害を防ぐために

も、放射性物質の測定や検査体制の強化、安全性の証明などを図る

とともに、迅速かつ正確な情報提供を行い、安全・安心を確保する

ための情報公開を徹底すること。 



 

７．商工業者等に対する補償等について 

原子力災害は、商工業、観光を含むサービス業等にも甚大な被害

を及ぼしていることから、風評被害も含め十分な補償を行うこと。 

また、被災した商工業者等の経営再建を支援するためにも二重債

務を解消する救済策等を早急に講じること。 

 ８．災害廃棄物の処理について 

   原子力発電所周辺並びに近隣町村には、地震・津波による「がれき」

が山積している状況にあるが、それら「がれき」は放射性物質により

汚染されている状況にあるので、国が責任をもって処理すること。 

 ９．子どもたちの安全・安心の確保について 

（１）毎時１マイクロシーベルトを超える校庭・園庭の表土の除去処理

に対する費用については、公立・私立の区別なく全額国費とするこ

と。なお、公立・私立保育所並びに公有グラウンド・公園等の表土

除去処理費用についても同様に全額国費とすること。 

   また、夏場を迎えるにあたり、プールを使用した水泳指導が行わ

れることとなることから、屋外プール使用に対する明確な使用基準

を示すこと。 

（２）学校等で行われる健康診断にスクリーニング検査や甲状腺検査を

組み入れること。 

   また、市町村が実施する乳幼児健診においても同様の検査が実施

できるようにすること。 

（３）先に文部科学省より窓を開放して授業を行っても放射線による影

響にはあまり差は生じないとの調査結果が報告されたが、放射線の

影響が危惧される環境下で窓を開放することに不安を覚える児童・ 

生徒、そして保護者をはじめとする県民が多いことからも、市町村

が放射線の影響を受けない空調設備等の整備を行った場合は、整備

費用に対する支援措置を講じること。 

10．放射線量が高い下水汚泥処理について 

次の事項に関する安全な処理方策等を早急に示すこと。 

（１）下水汚泥を処理する溶融炉を安全に運転する方策 

（２）溶融処理の結果生ずるスラグやばいじんを安全に処理する方策 

（３）放射能量が高い下水汚泥を安全に処理する方策 

（４）再利用のために搬出した下水汚泥・スラグ及び最終処分場に搬出

したばいじんの安全な取扱いの方策 

（５）作業員の安全確保のための方策 

 

 



 

Ⅵ．自衛隊の災害派遣の継続 

  自衛隊員による被災直後からの人命救助、行方不明者の捜索、救援物

資の輸送、給水・給食・入浴等の生活支援、がれき撤去、そして東京電

力福島第一原子力発電所事故への対応などの諸活動に対し、被災地域の

住民は感謝と信頼を寄せている。 

未だ余震が続き、不安の中で避難を余儀なくされている多くの住民の

期待に応え、自衛隊による幅広い生活支援等をできる限る継続すること。 

 

Ⅶ．強制的な市町村合併断固反対 

  効率的な復興という名の下での市町村合併や強制的合併につながる

道州制の導入は断固反対する。 


